（様式３－１－１号）配置予定技術者の資格・実務経験
（修繕工事用）
入札参加申請工事名
（ 令和８年度  三下北修  第５号 北部浄化センターＢ１系Ｎｏ．１１・２１循環水計量槽偏心構造弁修繕工事 ）
	項目／会社名
	

	
	配置予定技術者（１）
	配置予定技術者（２）

	技術者氏名
	
	

	技術者区分
	□主任技術者　□監理技術者
	□主任技術者　□監理技術者

	建設業法第7条第2号
イ、ロ、ハ
（該当する項目に○印）
	イ　　ロ　　ハ
	イ　　ロ　　ハ

	イの場合
	卒業学校名
修了学科名
	
	

	
	卒業年月日
	年　　月　　日
	年　　月　　日

	ハの場合
	資格名等
	
	

	イ、ロ、ハ
共通
	実務経験年数
	　　　　年
	　　　　年


注）
①　建設業法第7条第2号のイの場合は卒業学校名、修了学科名、卒業年月日及び実務経験年数、ロの場合は実務経験年数、ハの場合は資格名等及び実務経験年数を記入してください。

②　資格又は実務経験を証明できる資料（イ及びロにあっては次のa、ハにあってはa（実務経験が必要な資格の場合のみ）並びにｂ又はｃ）を添付してください。
a　実務の経験を証する使用者の証明書（建設業法施行規則第３条第２項第２号に定める別記様式第九号の写し可）
b　建設業法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書の写し
ｃ　監理技術者資格者証の写し
③　その他、公告・入札説明書等により指定された資料を添付してください。
参考：建設業法第7条第2号イ、ロ、ハの概要
	イ
	国土交通省令で定める指定学科を修め、卒業
	高等学校卒業後、実務経験を5年以上有する者

	
	
	大学、高等専門学校卒業後、実務経験を3年以上有する者

	ロ
	建設工事に関し10年以上実務経験を有する者

	ハ
	国土交通大臣が、イ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者


（参考資料）建設業法第7条第2号のハについて
国土交通大臣が、建設業法第7条第2号イ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者
一　許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「規則」という。)第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第一条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者

　　　建設業法施行規則第一条（抜粋）
	許可を受けようとする建設業
	学科 

	電気工事業
電気通信工事業
	電気工学又は電気通信工学に関する学科



	機械器具設置工事業
消防施設工事業
	建築学、機械工学又は電気工学に関する学科


二　許可を受けようとする建設業が次の表の左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる者
　（抜粋）
	電気工事業
	一　建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二　技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三　電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四　電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定により同法の第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五　建築士法第二十条第四項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六　社団法人日本計装工業会の行う一級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者

	機械器具設置工事業
	技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者


（参考資料その２）建設業法第7条第2号のハについて
国土交通大臣が、建設業法第7条第2号イ又はロと同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認定した者

一　許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「規則」という。)第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第一条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者

　　　建設業法施行規則第一条（抜粋）

	許可を受けようとする建設業
	学科 

	管工事業


	土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科


二　許可を受けようとする建設業が次の表の左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる者

　（抜粋）

	管工事業
	一　建設業法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者

二　技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち技術部門を機械部門 (選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三　職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工、配管（検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和四十八年政令第九十八号。以下「改正令」という。）による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。）、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管若しくは配管工とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管若しくは配管工とするものに合格した後配管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
四　建築士法第二十条第四項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五　水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六　社団法人日本計装工業会の行う一級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者


（参考様式）
実務経験証明書
下記の者は、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。
年　　　月　　　日
証明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
記
	技術者の氏名
	
	雇用された期間
	　　年　　月から
　　年　　月まで

	技術者の生年月日
	　　　　　年　　　月　　　日
	
	

	使用者の商号
又は名称
	
	
	

	従事した立場
	実務経験の内容
	実務経験年数

	
	
	　年　月から　　年　月まで　

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	　年　月から　　年　月まで

	
	
	年　月から　　年　月まで

	
	
	年　月から　　年　月まで

	
	
	年　月から　　年　月まで

	
	
	年　月から　　年　月まで

	
	
	年　月から　　年　月まで

	
	
	合計　満　　年　　月　


記載要領
１．「従事した立場」欄は、「主任技術者」「監理技術者」「現場代理人」「担当技術者」等を記入すること。
２．「実務経験の内容」欄は、従事した主な工事名等を具体的に記入すること。経験の内容については、公共、民間を問わない。
３．「実務経験年数」欄は、実務経験の古い経験から順に従事した期間を記入すること。期間の重複する工事に従事していた場合は、いずれか一方とする。
４．実務経験年数の合計には、実務経験年数の合計を記入し、空白期間を算入しないこと。
